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は

じ

め

に

一
九
九
九
年
五
月
、
消
費
者
売
買
指
令
（C

on
su

m
er

S
ales

D
irective

）（
あ
る
い
は
、「
消
費
者
保
証
指
令
（C

on
su

m
er

G
u

aran
tees

D
irective

）」）
と
し
て
知
ら
れ
る
、
消
費
財
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
保
証
の
一
定
の
局
面
に
関
す
る
規
定
を
お
く
Ｅ

Ｃ
指
令99

/44

〔
訳
注：
以
下
、
単
に
「
指
令
」
ま
た
は
「
消
費
者
売
買
指
令
」
と
い
う
〕
が
成
立
し（
１
）

た
。

こ
の
指
令
が
Ｅ
Ｕ
構
成
国
の
関
連
法
制
度
に
与
え
た
影
響
の
態
様
は
様
々
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
国
は
、
同
指
令
を
取
り
入
れ
る

に
あ
た
っ
て
、
売
買
に
関
す
る
一
般
法
と
対
置
さ
れ
る
よ
う
な
消
費
者
売
買
に
関
す
る
特
別
な
制
度
を
作
り
出
し
た
。
こ
の
場
合
に
は
、

指
令
の
規
定
が
、
国
内
の
消
費
者
法
に
組
み
込
ま
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
反
対
に
、
消
費
者
売
買
と
非
消
費
者
売
買
に
共
通
す
る
制

度
の
維
持
を
模
索
し
、
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
売
買
に
関
す
る
一
般
法
を
改
正
し
た
国
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
契
約
上
の
義
務
か
ら
生

ず
る
責
任
一
般
と
売
買
か
ら
生
ず
る
責
任
を
調
整
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
債
権
法
全
体
の
改
正
に
踏
み
切
っ
た
国
も
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
は
、
中
間
的
な
道
を
選
ぶ
こ
と
に
し
た
国
、
す
な
わ
ち
、
民
法
典
の
責
任
に
関
す
る
一
般
的
制
度
と
は
異
な
る
が
、
し
か

し
消
費
者
売
買
と
非
消
費
者
売
買
に
共
通
す
る
制
度
を
う
ち
た
て
よ
う
と
し
た
国
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
物
的
瑕
疵

お
よ
び
合
意
の
あ
っ
た
品
質
の
欠
如
に
対
す
る
売
主
の
責
任
」
と
い
う
名
の
二
〇
〇
二
年
の
法
律
（

）
第
三
〇
四
三
号
は
、
ギ

リ
シ
ャ
民
法
典
（

-A
K

）
の
第
二
編
（「
債
権
」）
第
一
四
章
（
売
買
契
約
）
を
改
編
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
同
時

に
、
同
法
は
、
免
責
条
項
に
関
す
る
新
た
な
一
般
的
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
債
権
法
の
総
則
に
も
介
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
保
証
に
関
す
る
消
費
者
売
買
指
令
の
い
く
つ
か
の
規
定
が
消
費
者
売
買
に
関
し
て
の
み
採
用
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
の
消
費
者
法

お
わ
り
に

訳
者
あ
と
が
き

翻 訳
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に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ（
２
）

た
。

本
稿
の
目
的
は
、
ギ
リ
シ
ャ
法
の
概
要
に
つ
い
て
の
紹
介
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。
売
買
法
は
契
約
法
の
心
臓
部
で
あ
り
、
そ
の
契
約

法
こ
そ
、
民
法
の
心
臓
部
で
あ
る
債
権
法
の
心
臓
部
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
の
法
律
三
〇
四
三
号
は
、
六
〇
年
に
わ
た
る
現
行
ギ
リ
シ

ャ
民
法
〔
訳
注：

以
下
、
条
文
を
示
す
際
に
単
に
「
民
」
と
い
う
と
き
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
〕
の
歴
史
に

初
め
て
大
幅
な
改
正
を
持
ち
込
む
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
法
制
度
の
な
か
で
法
学
者
や
実
務
家
が
果

た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
、
ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
と
他
国
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
問
題
を
投
げ
か
け
た
。

さ
ら
に
、
本
稿
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
（E

u
ropean

G
overn

an
ce

）、
そ
し
て
私
法
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
（E

u
ro-

pean
ization

）
に
つ
い
て
の
一
つ
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
消
費
者
売
買
指
令
は
、
Ｅ
Ｃ
の
消
費
者
政
策
に

関
わ
る
主
要
な
施
策
の
一
つ
で
あ
り
、
Ｅ
Ｃ
の
活
動
の
な
か
で
も
興
味
深
い
分
野
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
比
較
的

歴
史
の
浅
い
消
費
者
法
と
い
う
分
野
が
、
い
か
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
中
心
部
に
影
響
を
与
え
、
間
接
的
に
せ
よ
そ
の
「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
化
」
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
か
を
み
る
た
め
の
格
好
の
例
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
が
、
法
の
統

一
（u

n
ification

of
law

）
で
は
な
く
、
調
整
（h

arm
on

ization

）
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
。
し
か

し
、
調
整
と
い
う
言
葉
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
我
々
は
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
我
々
は
ど
の

よ
う
に
し
て
そ
こ
に
到
達
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
意
見
の
一
致
を
み
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
は
、
お
そ
ら
く
私
法
理
論
、
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
分
野
に
お
い
て
、
よ
り
大

き
な
問
題
―
―
す
な
わ
ち
、
法
の
統
一
や
調
整
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
化
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
い
か
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
な
実
質
的
な
価
値
が
そ
れ
を
支
え
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
神

聖
な
も
の
と
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
諸
問
題
―
―
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
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一

ギ
リ
シ
ャ
民
法
典

Ａ

歴
史
的
沿
革

�

ギ
リ
シ
ャ
の
多
く
の
論
者
は
、
ギ
リ
シ
ャ
法
の
起
源
を
、
ロ
ー
マ
法
出
現
以
前
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
ま
で
遡
っ
て
説
明
す
る
傾

向
に
あ（
３
）

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
代
ギ
リ
シ
ャ
の
売
買
法
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ロ
ー
マ
の
売
買
法
で
あ
る
。
一
九
世
紀

の
ロ
ー
マ
法
は
、
一
方
で
は
地
方
の
習
慣
お
よ
び
ビ
ザ
ン
チ
ン
・
ロ
ー
マ
の
伝
統
に
よ
り
、
他
方
で
は
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
お
よ
び
そ
れ

に
続
く
パ
ン
デ
ク
テ
ン
派
に
よ
っ
て
、
保
存
さ
れ
、
変
容
を
被
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
が
国
家
と
し
て
独
立
し
た
ば
か
り
の

一
八
三
〇
年
代
に
は
、
こ
の
学
派
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
モ
デ
ル
と
し
た
民
法
典
の
導
入
を
望
む
者
た
ち
に
勝
利
し
た
。
一
九
世
紀

に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
地
域
で
も
繰
り
返
さ
れ
た
こ
の
種
の
論
争
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン

ス
民
法
典
が
、
一
般
の
人
々
に
法
文
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
を
認
め
る
た
め
に
過
去
を
打
ち
破
る
感
覚
を
代
表
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
・
ゲ
ル
マ
ン
の
民
事
法
は
、
伝
統
の
重
要
さ
を
受
入
れ
、
法
律
家
達
の
特
別
な
職
業
上
の
使
命
感
を

代
表
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
近
代
ギ
リ
シ
ャ
の
論
者
は
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
典
に
つ
い
て
、「
歴
史
的
発
展
の
合
理
的
な
生
産

物
、
生
産
性
に
富
ん
だ
ビ
ザ
ン
チ
ン
・
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
の
子
孫
で
あ
る
と
同
時
に
、
伝
統
に
と
ら
わ
れ
な
い
ギ
リ
シ
ャ
法
学
の
科
学

的
到
達
点
で
あ
る
」
と
の
評
価
を
与
え
て
い
（
４
）

る
。
悲
し
い
こ
と
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
流
の
歴
史
法
学
は
消
滅
し
た
。
民
法
典
の
導
入
は
註

釈
学
の
精
神
を
呼
び
起
こ
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
法
史
学
者
は
、
ロ
ー
マ
法
お
よ
び
古
代
ギ
リ
シ
ャ
法
に
対
す
る
古
物
趣
味
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
を
と
っ
た
。
こ
こ
四
〇
年
間
の
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
教
育
政
策
そ
し
て
言
語
政
策
の
改
革
は
、
我
々
の
ラ
テ
ン
語
知
識
を
減
退
さ

せ
、
古
典
ギ
リ
シ
ャ
語
の
知
識
さ
え
を
も
弱
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
・
ロ
ー
マ
・
パ
ン
デ
ク
テ
ン
派
の
伝

統
は
、
系
譜
学
的
に
、
そ
し
て
、
民
事
法
上
の
多
く
の
制
度
を
通
じ
て
、
生
き
残
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
を
パ
ン
デ
ク
テ
ン
主
義
と
結

翻 訳
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合
し
て
い
る
の
は
、
法
学
者
、
そ
し
て
学
者
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
つ
つ
穏
健
な
改
革
を
目
指
す
創
造
的
な
判
例
、

そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
私
法
学
者
（civilistes

）
と
そ
の
ド
イ
ツ
の
同
業
者
と
の
強
い
関
係
で
あ
る
。

�

ギ
リ
シ
ャ
民
法
典
は
、
最
終
的
に
は
一
九
四
六
年
に
成
立
し
た
。
こ
こ
四
半
世
紀
の
間
に
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
典
は
、
文
語
体
か

ら
口
語
体
（dem

otic
form

）
に
翻
訳
さ
れ
、
家
族
法
関
連
の
規
定
は
四
度
に
わ
た
っ
て
改
正
さ
れ
て
い（
５
）

る
。
家
族
法
は
、
政
治
性
は

高
い
が
理
論
に
は
馴
染
ま
な
い
も
の
と
見
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
典
の
理
論
的
な
意
味
で
の
心
臓
部
―
―
す
な
わ
ち
、
総

則
、
債
権
、
物
権
―
―（
６
）

は
、
二
〇
〇
二
年
の
法
律
第
三
〇
四
三
号
が
現
れ
る
ま
で
改
正
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
典
が
一
度
も
政
治
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
非
政
治
的
で
あ
る
（a-political

）
こ

と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
典
は
、
一
九
世
紀
後
期
に
そ
の
起
源
を
も
ち
つ
つ
も
、
両
大
戦
間
期
の
申
し
子
と
し

て
生
ま
れ
て
き
た
。
同
法
典
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
兄
弟
分
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
民
法
の
適
用
の
経
験
お
よ
び

両
大
戦
間
期
の
社
会
的
精
神
状
態
か
ら
も
恩
恵
を
被
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
典
は
、
当
事
者
自
治
な
い
し
意
思
の
自

律
（con

cept
of

party
au

ton
om

y
;

au
ton

im
ie

de
la

volon
té

;

）
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
客
観
的
責
任
（objective

liability
）
に
関
す
る
か
な
り
の
数
の
規
定
や
、
ド
イ
ツ
法
よ
り
も
体
系
的
な
不
法
行
為
責
任

に
関
す
る
制（
７
）

度
、
そ
し
て
よ
り
多
く
の
一
般
条
項
を
含
ん
で
い
る
。
一
般
条
項
の
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ

ら
れ
る
。
第
一
に
、
信
義
誠
実
（good

faith
;

）
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
典
の
債
権
に
関
す
る
編
に
お
け
る
二
番
目

の
規
定
で
あ
る
二
八
八
条
は
、
債
務
者
に
、「
信
義
誠
実
に
し
た
が
っ
て
、
一
般
の
慣
行
を
考
慮
し
た
う
え
で
債
務
を
履
行
す
る
」
こ

と
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
同
法
三
八
八
条
は
、
事
情
変
更
の
原
則
（rebu

s
sic

stan
dibu

s

）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同

法
二
〇
〇
条
は
法
律
行
為
（ju

ridical
act

）
の
解
釈
に
お
け
る
信
義
誠
実
に
つ
い
て
定
め
、
同
一
九
七
条
は
、
契
約
締
結
の
交
渉
過

程
に
お
け
る
信
義
誠
実
を
要
求
し
て
い
る
。
第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
権
利
濫
用
（abu

se
of

righ
t

;

ＥＵにおける私法の変容
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）
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
二
八
一
条
は
、
信
義
誠
実
ま
た
は
善
良
な
風
俗
、
す
な
わ
ち
社
会
的
・
経
済
的
目
的
に
明

ら
か
に
反
す
る
や
り
方
で
の
権
利
の
行
使
を
禁
じ
て
い
る
。
最
後
に
、
善
良
な
風
俗
（bon

i
m

ores
;

）
が
挙
げ
ら
れ

る
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
一
七
八
条
お
よ
び
九
一
九
条
は
、
善
良
な
風
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
お
よ
び
犯
罪
行
為
（delicts

）
を
禁
じ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
諸
規（
８
）

定
に
よ
り
、
私
法
学
者
に
は
、
憲
法
の
規
準
を
民
法
に
統
合
し
、
個
人
の
行
為
が
問
題
と
な
る
多
く
の
事
案
に
憲

法
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
規
定
の
垂
直
的
適
用
（D

rittw
irku

n
g

）
の
根
拠
を
提
供
し
て
き
た
。

�

ギ
リ
シ
ャ
民
法
典
は
、
特
別
民
法
（

）
と
総
称
さ
れ
る
増
大
の
一
途
を
た
ど
る
法
に
よ
っ
て
補
完
さ

れ
て
も
き
た
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
営
業
賃
貸
借
法
と
居
住
賃
貸
借（
９
）

法
、
特
殊
な
ビ
ジ
ネ
ス
や
小
売
契
約
に
関
す
る
諸（
１０
）

法
等
が
挙
げ
ら

れ
る
。
消
費
者
保
護
に
関
す
る
一
九
九
四
年
の
法
律
第
二
二
五
一（
１１
）

号
も
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
消
費
者
取
引
に
関
す
る

Ｅ
Ｃ
指
令
の
ほ
と
ん
ど
を
吸
収
し
た
か
た
ち
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
消
費
者
法
典
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

特
別
民
法
に
よ
る
対
処
に
関
し
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
私
法
学
者
の
間
で
も
議
論
が
あ
る
。
そ
の
利
点
は
、
法
典
の
理
論
的
な
一
貫
性

を
―
―
と
り
わ
け
、
そ
れ
に
関
す
る
政
治
的
な
妥
協
や
ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
の
性
急
さ
を
考
慮
に
入
れ
る
場
合
に
は
―
―
手
つ
か
ず
の
ま

ま
お
い
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
験
を
促
進
し
、
他
の
分
野
か
ら
の
学
問
的
貢
献
を

促
進
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
近
代
の
あ
る
論
者
が
警
告
し
た
よ
う
に
、
民
法
典
が
「
博
物
館
の
立
派

な
棚
に
並
べ
ら
れ
た
古
代
の
金
の
ネ
ッ
ク
レ（
１２
）

ス
」
と
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。
し
か
し
、
民
法
典
が
、
法
学
徒
を
法
の
理
論
お

よ
び
実
践
に
い
ざ
な
う
た
め
の
手
段
と
し
て
の
重
要
性
を
容
易
に
は
失
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
り
重
大
な
脅
威
は
、
む
し
ろ
、

消
費
者
法
の
よ
う
な
重
要
な
分
野
が
民
法
か
ら
分
離
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
消
費
者
法

も
新
た
な
取
引
形
態
の
展
開
も
、
ギ
リ
シ
ャ
の
私
法
学
者
に
と
っ
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
法
学
に
お
け
る
自
ら
の
役
割
の
重
要
性
を
確
認
す

る
た
め
の
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

翻 訳
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Ｂ

二
〇
〇
二
年
の
法
律
第
三
〇
四
三
号

消
費
者
売
買
指
令
が
ギ
リ
シ
ャ
法
に
与
え
た
影
響
は
、
二
つ
の
歴
史
的
発
展
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
、
同
時
に
、
円
滑
な
も
の
と
な
っ

た
。
そ
の
第
一
は
、
一
九
九
七
年
の
国
際
動
産
売
買
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
の
ギ
リ
シ
ャ
法
へ
の
導
入
で
あ（
１３
）

る
。
こ
の
ウ
ィ
ー

ン
条
約
は
、
動
産
売
買
の
事
案
の
約
一
割
程
度
に
適
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
の
、
指
令
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
多
く
の
概
念

を
ギ
リ
シ
ャ
法
に
導
入
す
る
こ
と
に
な
っ（
１４
）

た
。
ウ
ィ
ー
ン
条
約
と
指
令
の
類
似
性
は
改
正
の
提
案
者
に
よ
っ
て
も
強
調
さ
れ
て
お
り
、

彼
ら
は
す
べ
て
の
売
買
に
均
質
な
制
度
を
打
ち
立
て
る
可
能
性
を
（
と
き
に
三
分
割
の
危
険
に
つ
い
て
も
警
告
し
つ
つ
）
指
摘
し
て
も

い
た
。
そ
の
第
二
は
、
民
法
学
者
ミ
ハ
リ
ス
・
ス
タ
ソ
プ
ロ
ス
教
授
（
ア
テ
ネ
大
学
）
の
司
法
大
臣
就
任
で
あ
る
。
ス
タ
ソ
プ
ロ
ス
教

授
は
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
批
准
に
貢
献
し
た
だ
け
で
な
く
、
法
案
作
成
委
員
会
が
専
門
家
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
民
事
法
学
者
が
改
正
を

支
え
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
。

ギ
リ
シ
ャ
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
の
改
正
は
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
は
、
ド
イ
ツ
人
が
「
大
き
な
解
決
（groβe

L
ösu

n
g

）」
と
呼
ん
だ
も
の
を
求
め
る
気
持
ち
は
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
単
に
、
綿
密
な
仕
事
を
行
う
だ
け
の
時
間
が
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
の
債
権
法
は
、
百
歳
を
超
え
る
ド
イ
ツ
民
法
よ
り
も
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

実
際
、
売
買
に
関
す
る
章
に
お
い
て
も
、
改
正
の
必
要
は
、
物
的
瑕
疵
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
の
み
指
摘
さ
れ
、
売
買
を
定
義
し
な

お
す
規
定
を
新
た
に
創
設
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

法
案
起
草
委
員
会
は
、
民
法
典
の
も
と
も
と
の
条
文
の
配
列
に
し
た
が
っ
た
（
枝
番
号
は
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
）。
そ
し
て
、
新
た

な
規
定
を
、
も
と
も
と
の
条
文
で
扱
わ
れ
て
い
た
事
項
に
で
き
る
だ
け
対
応
す
る
か
た
ち
で
定
め
る
よ
う
つ
と
め
た
。
委
員
会
は
、
ギ

リ
シ
ャ
語
の
法
律
用
語
も
維
持
し
た
。
指
令
が
「
契
約
不
適
合
（lack

of
con

form
ity

）」
と
表
現
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
ギ
リ

シ
ャ
民
法
典
は
、「
物
的
瑕
疵
（m

aterial
defects

）」
お
よ
び
「
合
意
に
基
づ
く
品
質
（stipu

lated
qu

ality

）」
と
い
う
耳
慣
れ

ＥＵにおける私法の変容
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た
一
対
の
用
語
を
用
い
た
。
ま
た
、
指
令
が
「
動
産
の
売
買
（sale

of
goods

）」
と
表
現
す
る
点
に
つ
い
て
も
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
は
、

ロ
ー
マ
法
上
の
物
（res

）
に
あ
た
る

と
い
う
用
語
を
単
数
形
で
（
た
と
え
ば
、「
物
（
単
数
形
）
の
売
買
（

）」
と
い
う
か
た
ち
で
）
用
い
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
改
正
の
結
果
、
用
語
上
最
も
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
売
買
法

に
特
有
の
制
度
で
あ
る
ロ
ー
マ
法
上
の
「
解
除
（reversal;

,
actio

redh
ibitoria

）」
の
語
を
、
債
権
法
の
そ
の
他
の

部
分
で
用
い
ら
れ
る
「
取
消
（rescission

;

）」
の
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
点
で
あ
っ
た
。
起
草
委
員
会
は
、
ま
た
、

こ
の
機
会
を
利
用
し
て
、
民
法
五
三
四
条
な
い
し
五
六
一
条
に
含
ま
れ
る
い
く
つ
か
の
規
定
の
表
現
を
変
え
た
が
、
そ
の
内
容
自
体
に

は
手
を
つ
け
て
い
な
い
。

要
す
る
に
、
構
成
国
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
用
語
に
は
指
令
の
精
神
が
染
み
込
ま
せ
ら
れ
、
物
的
瑕
疵
に
対
す
る
売
主
の
責
任
は
、

よ
り
洗
練
さ
れ
、
か
つ
債
務
不
履
行
に
対
す
る
責
任
に
関
す
る
一
般
的
制
度
と
よ
り
一
貫
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一

方
で
、
物
的
瑕
疵
に
関
す
る
特
別
な
制
度
を
根
拠
づ
け
て
き
た
価
値
体
系
お
よ
び
理
論
的
伝
統
に
は
手
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ま

た
、
そ
れ
が
本
質
的
に
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ（
１５
）

る
。

二

消
費
者
売
買
指
令
の
内
容
お
よ
び
そ
の
ギ
リ
シ
ャ
法
へ
の
国
内
法
化

Ａ

指
令
の
射
程

消
費
者
売
買
指
令
の
ギ
リ
シ
ャ
民
法
典
へ
の
導
入
は
、
そ
の
規
定
が
一
般
的
な
適
用
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
売

買
に
関
す
る
章
が
、
商
品
だ
け
で
な
く
権
利
の
売
買
に
つ
い
て
も
規
律
し
て
い
る
以
上
、
物
的
瑕
疵
に
関
す
る
規
定
も
、
た
と
え
明
文

で
は
有
体
物
に
し
か
言
及
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
類
推
に
よ
り
、
権
利
や
無
体
物
の
売
買
を
規
律
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
影
響
力
の
射
程
範
囲
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深（
１６
）

い
。

翻 訳
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指
令
の
射
程
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
Ｅ
Ｃ
の
第
一
次
法
（
補
充
性
の
原
則
な
ど
）
お
よ
び
域
内
市
場
の
需
要
に
合
致
す
る
か
た

ち
で
―
―
す
な
わ
ち
、
拡
張
的
で
は
な
い
や
り
か
た
で
―
―
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（
１７
）

い
。
も
っ
と
も
、
ギ
リ
シ
ャ
法
は
、
と
く
に

消
費
者
に
有
利
な
方
向
で（
１８
）

は
、
指
令
の
規
定
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
域
内
市
場
の
機
能
を
害
さ
な
い
限
度
で
、
指
令
の
諸
規

定
の
人
的
・
物
的
な
射
程
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

指
令
と
ギ
リ
シ
ャ
法
の
間
の
射
程
の
違
い
の
例
と
し
て
は
、「
消
費
者
」
の
定
義
が
挙
げ
ら
れ
る
。
指
令
に
よ
れ
ば
、「
消
費
者
」
と

は
、「
自
己
の
取
引
、
営
業
ま
た
は
職
業
」
と
関
係
の
な
い
目
的
の
た
め
に
行
為
す
る
自
然
人
の
こ
と
を
い
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、「
直
接
的
に
は
職
業
上
の
活
動
分
野
の
一
部
を
構
成
し
な
い
目
的
の
た
め
に
行
為
す
る
」
主
体
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て

い
た
当
初
の
委
員
会
の
案
よ
り
も
限
定
的
な
も
の
で
あ（
１９
）

る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
ギ
リ
シ
ャ
法
の
定
義
よ
り
制
限
的
な
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
ギ
リ
シ
ャ
法
に
お
い
て
は
、「
消
費
者
」
は
、
製
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
最
終
受
領
者
（fin

al
recipien

t

）
と
し
て

定
義
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
法
人
も
「
消
費
者
」
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ（
２０
）

る
。

Ｂ

「
契
約
適
合
性
」：

売
主
の
責
任
の
画
定
（
お
よ
び
そ
の
概
念
の
再
構
成
）

�

歴
史
的
展
開

売
買
契
約
の
定
義
、
そ
し
て
そ
れ
を
構
成
す
る
売
主
の
義
務
の
定
義
が
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
法
制
度
の
な
か
で
、
時
の
流

れ
に
し
た
が
っ
て
い
か
に
し
て
発
展
し
て
き
た
か
は
、
現
在
も
生
き
続
け
て
い
る
以
下
の
三
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
法
典
の
最
初
の

諸
規
定
を
み
る
こ
と
で
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
派
に
よ
る
洗
練
を
経
る
前
の
ロ
ー
マ
法
を
統
合

し
た
も
の
で
あ
り
、
売
買
を
、
売
主
の
物
の
引
渡
義
務
と
し
て
定
義
す（
２１
）

る
。
我
々
は
、
ロ
ー
マ
法
が
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
お

り
、「
売
主
が
注
意
せ
よ
（caveat

em
ptor

）」
の
格
言
は
ま
さ
に
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
。
そ
こ
で
は
、
売
主
は
、
物
の
占
有
を
現

ＥＵにおける私法の変容
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状
の
ま
ま
移
転
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
そ
の
権
利
の
移
転
は
不
要
と
さ
れ
て
い（
２２
）

た
。
そ
の
二
〇
〇
年
後
、
ド
イ
ツ

民
法
典
の
新
た
な
四
三
三
条
一
項
は
、
売
買
を
、
所
有
権
お
よ
び
占
有
の
移
転
と
し
て
定
義
し
、
さ
ら
に
、
買
主
の
た
め
に
物
に
つ
い

て
そ
の
品
質
（
物
的
瑕
疵
（m

aterialdefects
;S

ach
m

an
geln

））
お
よ
び
権
利
関
係（
法
的
瑕
疵（legaldefects

;R
ech

tsm
an

-

geln

））に
瑕
疵
が
な
い
状
態
に
し
て
お
く
よ
う
配
慮
す
る
義
務
を
売
主
に
課
し
て
い（
２３
）

る
。

二
〇
世
紀
半
ば
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
典
が
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
し
た
が
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
一
三
条
は
、
売
主

の
占
有
お
よ
び
所
有
の
移
転
の
義
務
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
法
五
一
四
条
は
、
法
的
瑕
疵
（

）
の
な

い
物
を
引
き
渡
す
義
務
も
定
め
て
い
る
。
物
的
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
危
険
負
担
お
よ
び
売
買
に
関
す
る
一
連
の
規
定
で
あ
る
同
法
五
三

四
条
な
い
し
五
六
一
条
に
定
め
が
あ（
２４
）

る
。
法
律
第
三
〇
四
三
号
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
規
定
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
物
的
瑕
疵
は
、
す
で
に
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
扱
わ
れ
て
い
た
。
当
時
も
、
売
主
は
し
ば
し
ば
売
ら
れ
た
物
（res

）

の
品
質
に
つ
い
て
の
告
知
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
こ
そ
が
合
意
さ
れ
た
品
質
（

）
の
起
源
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
ギ
リ
シ
ャ
法
に
お
い
て
も
改
正
前
ま
で
は
生
き
続
け
て
き
た
類
似
の
制
度
と
し
て
、
瑕
疵
の
存
在
に
つ
い
て
悪
意
に

よ
り
告
げ
な
い
場
合
の
買
主
訴
権
（actio

em
pti

）（
悪
意
訴
権
（actio

doli

））
が
あ
る
。
他
方
、
市
場
を
担
当
し
た
ロ
ー
マ
の
按

察
官
（praetor

aediles

）
は
、
買
主
に
、
撤
回
（actio

reh
ibitoria;

reversal;

）
お
よ
び
代
金
減
額
（actio

qu
an

ti

m
in

oris;price
redu

ction
;

）
と
い
う
救
済
手
段
を
認
め
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
特
定
物
（

）

の
売
買
と
非
特
定
物
（

）
の
売
買
と
が
区
別
さ
れ
た
。
特
定
物
売
買
の
モ
デ
ル
が
動
物
ま
た
は
奴
隷
の
売
買
に
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
修
補
（

）
の
概
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
近
代
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
ロ
ー
マ
法
の

も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
物
的
瑕
疵
を
理
由
と
す
る
訴
訟
の
時
間
的
な
限
界
づ
け
で
あ
る
。

物
的
瑕
疵
―
―
と
り
わ
け
、
責
任
が
売
主
の
義
務
と
関
係
の
な
い
事
柄
に
よ
り
生
じ
、
か
つ
そ
の
責
任
が
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
場

翻 訳
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合
―
―
に
対
す
る
ロ
ー
マ
法
上
の
救
済
手
段
を
説
明
す
る
た
め
に
展
開
さ
れ
た
基
礎
理
論
は
、
法
定
担
保
責
任
（

;
G

ew
äh

rleistu
n

g

）
の
理
論
で
あ
る
。
近
代
の
論
者
の
中
に
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
概
念
を
債
務
不
履
行
（n

on
-

perform
an

ce

）
を
基
礎
に
組
み
立
て
な
お
し
、
債
権
か
ら
生
ず
る
責
任
に
関
す
る
総
則
規
定
と
の
調
整
を
試
み
る
者
も
い
た
が
、
改

正
前
の
ギ
リ
シ
ャ
の
法
理
論
と
し
て
優
勢
だ
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
場
合
と
同
様
に
、
担
保
責
任
説
で
あ
っ
た
。

�

売
主
の
責
任
の
再
定
義
お
よ
び
概
念
の
転
換

消
費
者
売
買
指
令
の
概
念
上
の
中
心
は
、
そ
の
二
条
一
項
に
あ
る
。
同
条
項
は
、「
売
主
は
、
売
買
契
約
に
適
合
し
た
消
費
者
商
品

を
消
費
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
。
こ
れ
は
、（
消
費
者
）
売
買
契
約
は
、
消
費
者
商
品
の
所
有
権
お
よ
び
占
有

を
移
転
す
る
売
主
の
義
務
だ
け
に
よ
っ
て
は
も
は
や
定
義
さ
れ
え
ず
、
契
約
に
適
合
し
た
商
品
を
移
転
す
る
義
務
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

改
正
後
の
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
三
四
条
は
、
売
主
は
、
合
意
さ
れ
た
品
質
を
有
し
、
か
つ
物
的
瑕
疵
の
な
い
物
を
引
渡
す
義
務
を
負
う

と
定
め
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
三
五
条
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
義
務
は
、
対
象
物
が
契
約
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
履
行
さ
れ
た
と

は
い
え
な
い
旨
定
め
て
い
る
。

不
適
合
性
の
内
容
の
検
討
に
入
る
前
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
が
民
法
五
一
三
条
お
よ
び
売
買
契
約
の
定
義
を
変
更
し
な
い
こ
と
を

選
択
し
た
の
は
な
ぜ
か
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
改
正
を
最
小
限
に
抑
え
る
と
の
方
針
が
、
そ
の
一
つ
の
理
由
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
こ
の
場
合
に
は
、
買
主
は
債
務
不
履
行
を
主
張
し
て
、
民
法
五
一
六
条
に
よ
り
債
権
法
の
一
般
原
則

を
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
法
に
と
っ
て
は
、
改
正
後
の
ド
イ
ツ
法
ほ
ど
の
意
味
を

持
た
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ド
イ
ツ
で
は
例
え
ば
時
効
期
間
が
三
年
に
改
正
さ
れ
た
が
、
ギ
リ
シ
ャ
で
は
二
〇
年
と
い
う
一
般
的
な
時

効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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�

契
約
適
合
性
の
認
定

�

判
断
基
準

消
費
者
売
買
指
令
二
条
二
項
（
こ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
三
五
条
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
）
は
、
売
買
の
対
象
と
な
っ
た
商
品
が

契
約
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
の
た
め
に
、
次
の
四
つ
の
基
準
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
商
品
が
、

�

売
主
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
記
載
と
一
致
し
、
か
つ
、
売
主
が
見
本
ま
た
は
モ
デ
ル
と
し
て
消
費
者
に
提
供
し
た
物
の
性
質
を
有

し
て
い
る
か
否
か
、

�

消
費
者
が
当
該
商
品
に
つ
き
必
要
と
す
る
具
体
的
な
目
的
に
適
合
し
、
か
つ
、
消
費
者
が
そ
の
目
的
を
契
約
締
結
当
時
売
主
に

知
ら
せ
、
か
つ
、
売
主
が
そ
の
目
的
を
承
諾
し
て
い
た
か
否
か
、

�

同
一
の
種
類
の
商
品
に
関
す
る
通
常
使
用
の
目
的
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
、

�

同
一
種
類
の
商
品
に
つ
き
通
常
の
性
質
お
よ
び
性
能
を
有
し
、
か
つ
、
売
主
、
製
造
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
よ
っ
て
当
該
商

品
の
特
定
の
性
質
に
つ
き
と
く
に
広
告
ま
た
は
ラ
ベ
ル
に
よ
り
行
わ
れ
た
公
の
表
示
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
消
費
者
が
合
理
的
に

期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
質
お
よ
び
性
能
を
有
す
る
か
否
か
、

で
あ
る
。

指
令
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
合
致
す
る
場
合
に
は
、
同
商
品
は
「
契
約
に
適
合
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ（
２５
）

る
」
旨
の
推
定
規
定
を
お
い

て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
法
は
、（「
と
く
に
次
の
場
合
に
は
…
…
」
と
し
て
こ
れ
ら
の
基
準
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
り
）

契
約
不
適
合
の
場
合
を
定
め
て
い（
２６
）

る
。
こ
の
見
方
の
転
換
は
、
部
分
的
に
は
、
買
主
を
よ
り
優
遇
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
部
分
的
に

は
、
指
令
の
二
条
二
項
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
ギ
リ
シ
ャ
法
の
理
念
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
」
と
の
発
想
を
物
語
っ
て
い（
２７
）

る
。

こ
の
四
つ
の
基
準
は
、
ギ
リ
シ
ャ
法
お
よ
び
実
務
に
よ
っ
て
す
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
�
基
準
中
の
「
製

翻 訳
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造
者
に
よ
る
表
示
」
条
項
―
―
こ
れ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
の
影
響
で
で
き
た
規
定
で
あ
る
が
―
―
だ
け
は
例
外
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
に
つ
い
て
も
、
判
例
や
学
説
に
も
こ
れ
を
支
持
す
る
者
が
い
た
よ
う
に
思
わ
れ（
２８
）

る
。
実
際
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
三
五
条
に
明
文
に
よ

っ
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
指
令
の
二
条
四
項
に
挙
げ
ら
れ
た
同
条
二
項
�
の
場
合
に
つ
い
て
の
三
つ
の
例
外
の
う
ち
の
最
初
の

一
つ
―
―
す
な
わ
ち
、
売
主
が
知
ら
ず
、
ま
た
は
合
理
的
に
見
て
知
り
え
な
か
っ
た
「
製
造
者
に
よ
る
表
示
」
に
関
す
る
例
外
―
―
の

み
で
あ
る
。

こ
れ
ら
四
つ
の
基
準
の
実
質
的
な
内
容
を
見
て
み
る
と
、
前
二
者
の
条
件
は
主
観
的
な
も
の
（su

bjective

）、
後
二
者
の
条
件
は

客
観
的
な
も
の
（objective
）
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
事
者
の
明
示
・
黙
示
の
合
意
お
よ
び
合
理
的
期
待
の
強
調
を

示
す
も
の
で
あ（
２９
）

る
。
こ
れ
は
、
指
令
二
条
二
項
を
導
入
す
る
ギ
リ
シ
ャ
法
の
規
定
に
、
指
令
二
条
一
項
の
要
素
を
融
合
さ
せ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
四
つ
の
基
準
の
間
に
は
優
先
順
位
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
列
挙
は
、「
よ
り
具
体
的
な
基

準
か
ら
一
般
的
な
基
準
へ
と
い
う
順
序
で
」
行
わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ（
３０
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
基
準
間
に
矛
盾
が
あ
る
と
き
に
は
、

主
観
的
な
も
の
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
基
準
を
競
合
的
に
適
用
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ（
３１
）

る
。

�

商
品
設
置
の
際
に
生
じ
た
瑕
疵

消
費
者
売
買
指
令
二
条
五
項
は
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
三
六
条
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
商
品
の
設
置
が
契
約
の
一
部
を
構
成
す
る

場
合
、
そ
し
て
商
品
が
売
主
に
よ
っ
て
自
ら
ま
た
は
そ
の
責
任
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
商
品
が
消
費
者
ま
た
は
買
主

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
が
、「
設
置
説
明
の
欠
陥
」
の
た
め
に
被
害
を
受
け
た
場
合
の
売
買
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
も
扱
っ
て
い
る
。

商
品
の
不
適
切
な
設
置
か
ら
生
じ
た
契
約
不
適
合
に
つ
い
て
、
指
令
は
、
こ
れ
を
商
品
の
契
約
不
適
合
と
「
同
一
の
も
の
と
み
な

す
」
と
し
て
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
法
は
、
こ
れ
を
商
品
の
契
約
不
適
合
の
一
内
容
を
構
成
す
る
も
の
と
定
め
て
い
る
。
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�

限
界

消
費
者
売
買
指
令
二
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
が
、
契
約
締
結
当
時
、「
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
、
も
し
く
は
合
理
的
に
知

ら
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
」
場
合
、
ま
た
は
「
契
約
不
適
合
が
も
と
も
と
買
主
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
材
料
に
あ
っ
た
」
場
合
に
は
、

契
約
不
適
合
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
は
、
こ
の
規
定
を
、
売
主
の
責
任
に
関
す
る
指
令
の
三
条
一
項
の
一
般
規
定
に
沿

う
か
た
ち
で
、
そ
の
五
三
七
条
一
項
に
取
り
込
ん
で
い
る
。

Ｃ

「
消
費
者
の
権
利
」：
救
済
手
段

�

無
過
失
責
任
（strict

liability

）

消
費
者
売
買
指
令
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
売
主
は
、
商
品
の
引
渡
当
時
に
存
在
し
た
い
か
な
る
契
約
不
適
合
に
つ
い
て
も
責
任
を
負

う
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
（
無
過
失
）
責
任
の
制
度
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
民
法
は
、
物
的
（
お
よ
び
法
的
）
瑕
疵
に
対
す
る
客
観
的
責
任
の
制
度
を
取
り
入
れ
て
い
た
が
、
こ
の
指
令
の
規
定
を
そ

の
五
三
七
条
に
取
り
込
ん
だ
う
え
で
、
さ
ら
に
明
確
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
三
七
条
一
項
は
、
指
令
三
条
一
項

よ
り
も
明
確
な
定
め
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
売
主
は
、
過
失
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
危
険
が
買
主
に
移
転
し
た
時
点
で
、
契
約
不

適
合
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
う
と
定
め
た
う
え
で
、
指
令
の
二
条
三
項
を
こ
の
原
則
に
対
す
る
例
外
と
い
う
か
た
ち
で
取
り
込
ん
で
い

る
。
商
品
引
渡
時
で
は
な
く
危
険
の
移
転
時
を
基
準
と
し
た
点
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
は
、
指
令
か
ら
逸
脱
し
た
選
択
を
し
、

む
し
ろ
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
に
し
た
が
っ
た
と
い
え
る
。
他
方
、
こ
の
こ
と
は
、
消
費
者
に
顕
著
な
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

ギ
リ
シ
ャ
法
に
一
貫
性
を
与
え
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
危
険
の
移
転
は
、
通
常
引
渡
時
に
生
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
（
民
五
二
二（
３２
）

条
）。
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ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
三
七
条
二
項
は
、
指
令
五
条
三
項
を
組
み
込
ん
で
同
規
定
を
完
成
し
て
い
る
。
指
令
五
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
契
約

不
適
合
（
ギ
リ
シ
ャ
法
で
は
「
瑕
疵
」）
は
、
商
品
の
引
渡
か
ら
六
箇
月
以
内
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
引
渡
時
に
存
在
し
た

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

�

買
主
の
権
利

消
費
者
売
買
指
令
に
よ
れ
ば
、「
契
約
不
適
合
の
商
品
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
は
、
商
品
に
つ
き
…
…
無
料
で
修
理
又
は
取
替
に
よ

っ
て
適
合
さ
せ
、
ま
た
は
…
…
価
格
を
適
切
に
減
額
し
ま
た
は
契
約
を
解
除
す
る
権
利
を
有
す
る
」（
三
条
二
項
）。
指
令
三
条
三
項
は
、

こ
の
修
理
ま
た
は
取
替
に
関
す
る
定
め
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
、
無
償（
３３
）

で
、
合
理
的
な
期
間
内
に
、
消
費
者
に
不
便

を
生
じ
さ
せ
な
い
か
た
ち
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
理
ま
た
は
取
替
は
、
そ
れ
が
「
不
可
能
ま
た
は
不
均
衡
で
あ

る
場
合
」
に
は
要
求
さ
れ
え
な
い
。
そ
し
て
、
指
令
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
れ
が
不
可
能
ま
た
は
不
均
衡
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の

判
断
基
準
も
お
い
て
い
る
。
ま
た
、
指
令
三
条
五
項
は
、
消
費
者
が
価
格
の
適
切
な
減
額
ま
た
は
契
約
解
除
を
要
求
で
き
る
場
合
に
つ

い
て
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
消
費
者
が
修
理
ま
た
は
取
替
の
権
利
を
有
し
な
い
場
合
、
売
主
が
合
理
的
な
期
間
内
に
修
理
ま
た
は

取
替
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
、
そ
し
て
、
売
主
が
消
費
者
に
重
大
な
不
便
を
生
じ
さ
せ
ず
に
修
理
ま
た
は
取
替
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合

で
あ
る
。
そ
し
て
、
指
令
三
条
六
項
は
、「
契
約
不
適
合
が
軽
微
な
場
合
」
に
は
、
買
主
の
契
約
解
除
権
を
排
除
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
指
令
は
契
約
維
持
の
原
則
を
採
用
し
、
し
た
が
っ
て
、
修
理
お
よ
び
取
替
、
い
い
か
え
れ
ば
、
履
行
の
二
次
的
要
求

（secon
dary

claim
s

of
perform

an
ce

;

）
を
、
純
粋
な
二
次
的
要
求
（pu

rely
sec-

on
dary

claim
s

;

）
に
優
先
さ
せ
て
い
る
の
で
あ（
３６
）

る
。
こ
の
履
行
の
二
次
的
要
求
の
優
先
は
、
価

格
減
額
と
契
約
解
除
の
間
で
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
論
者
も
い
る
。

ギ
リ
シ
ャ
民
法
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
五
四
〇
条
に
取
り
込
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
四
〇
条
一
項
は
、
修
理
ま
た
は
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取
替
の
請
求
を
一
括
し
て
定
め
（
民
五
四
〇
条
一
項
一
号
。
同
規
定
の
適
用
は
、
修
理
ま
た
は
取
替
の
不
可
能
ま
た
は
費
用
不
均
衡
の

場
合
に
は
排
除
さ
れ
る
）、
続
い
て
、
価
格
減
額
（
民
五
四
〇
条
一
項
二
号
）、
そ
し
て
最
後
に
、
契
約
の
解
除
に
つ
い
て
定
め
て
い
る

（
民
五
四
〇
条
一
項
三
号
。
物
的
瑕
疵
軽
微
の
場
合
は
そ
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
）。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
四
〇
条
二
項
は
、
売
主
の
修

理
ま
た
は
取
替
を
、
合
理
的
な
期
間
内
に
、
か
つ
買
主
に
重
大
な
不
便
を
与
え
る
こ
と
な
く
行
う
責
任
に
つ
い
て
定
め
る
。
し
か
し
、

指
令
と
は
一
点
だ
け
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
四
〇
条
が
、
買
主
に
直
接
に
救
済
手
段
の
選
択
の

権
利
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
政
策
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
四
二
条
は
、
裁
判
所
に
、「
状
況
に
よ
り
契

約
解
除
が
正
当
化
さ
れ
な
い
」
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
は
、
契
約
解
除
を
失
効
さ
せ
、
そ
の
か
わ
り
に
価
格
の
減
額
あ
る
い
は
取
替
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
旨
定
め
て
い
る
。

こ
の
規
定
の
ギ
リ
シ
ャ
法
に
と
っ
て
最
も
革
新
的
な
点
は
、
修
理
と
い
う
救
済
手
段
の
導
入
で
あ
っ（
３７
）

た
。
取
替
は
か
つ
て
は
非
特
定

物
売
買
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
今
で
は
、
少
な
く
と
も
抽
象
的
に
は
、
す
べ
て
の
商
品
の
売
買
に
拡
張
さ
れ
て

い
る
。

ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
四
三
条
は
、
契
約
不
適
合
性
が
合
意
さ
れ
た
品
質
の
欠
如
に
あ
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
売
主
の
過
失
に
よ
っ
て
生

じ
た
場
合
に
は
、
さ
ら
な
る
救
済
―
―
契
約
不
履
行
に
対
す
る
賠
償
―
―
を
買
主
に
認
め
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
四
三
条
は
、
さ

ら
に
、
買
主
が
、
債
権
に
関
す
る
総
則
規
定
の
も
と
で
、
同
法
五
四
〇
条
お
よ
び
五
四
三
条
の
救
済
策
に
よ
っ
て
は
カ
ヴ
ァ
ー
で
き
な

い
損
害
の
賠
償
も
認
め
て
い
る
。

買
主
は
、
た
と
え
ば
訴
訟
の
提
起
に
よ
っ
て
そ
の
要
求
を
表
明
し
た
と
き
に
、
救
済
手
段
の
選
択
権
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ

れ
と
も
買
主
に
は
救
済
手
段
の
変
更
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
訴
訟
に
お
い
て
少
な
く
と
も
二
次
的
な
救
済
手
段
を
主
張
す
る

（
た
と
え
ば
、
契
約
解
除
を
主
張
し
な
が
ら
予
備
的
に
価
格
減
額
を
請
求
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
学
説
が
対
立
し
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て
い（
３８
）

る
。
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
救
済
が
形
成
権
（G

estaltu
n

gsrech
t

;

）
を
構
成
す
る
の
か
そ
れ
と

も
形
成
請
求
（G

estaltu
n

gsan
spru

ch
;

）
を
構
成
す
る
の
か
と
い
う
理
論
的
な
問
題
と
関
係
し
て
い
る
。

�

時
間
的
制
限

消
費
者
売
買
指
令
五
条
一
項
は
、
契
約
不
適
合
の
確
認
お
よ
び
買
主
の
権
利
行
使
の
期
間
に
つ
い
て
、
最
低
限
二
年
と
し
て
い（
３９
）

る
。

つ
ま
り
、
こ
の
規
定
は
、
時
効
期
間
の
最
短
期
間
を
二
年
と
し
つ
つ
、
そ
の
具
体
化
の
方
法
の
決
定
に
つ
い
て
は
各
国
の
立
法
に
委
ね

て
い
る
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
は
、
こ
の
規
定
を
五
五
四
条
に
取
り
込
ん
で
い
る
（「
物
的
瑕
疵
ま
た
は
合
意
さ
れ
た
品
質
の
欠

如
に
よ
る
買
主
の
権
利
は
、
時
効
に
服
す
る
」）。
す
な
わ
ち
、
以
前
は
、
時
効
期
間
は
、
動
産
の
場
合
に
は
六
箇
月
、
不
動
産
の
場
合

に
は
二
年
と
さ
れ
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
は
、
動
産
・
不
動
産
の
区
別
は
維
持
し
つ
つ
、
不
動
産
の
時
効
期
間
を
五
年
に
延
長

し
た
の
で
あ
る
。

時
効
制
度
に
つ
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
五
五
条
な
い
し
五
五
八
条
に
よ
り
詳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。
時
効
の
起
算
点
は
、
た

と
え
買
主
が
欠
陥
に
気
が
つ
い
た
の
が
そ
の
後
で
あ
っ
て
も
、
引
渡
時
と
さ
れ
て
い
る
（
民
五
五
五
条
一
項
）。
契
約
上
の
合
意
に
基

づ
く
時
効
期
間
は
、
欠
陥
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
か
ら
進
行
す
る
（
民
五
五
六
条
）。
悪
意
に
よ
り
瑕
疵
を
隠
蔽
し
た
売
主
は
、
時

効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
民
五
五
七
条
）。
買
主
は
、
た
と
え
時
効
が
完
成
し
て
い
て
も
、
二
年
以
内
に
売
主
に
通
告
し
て

い
た
場
合
に
は
、
抗
弁
（

）
に
よ
り
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
五
五
八
条
）。

ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
の
消
費
者
寄
り
な
い
し
そ
の
救
済
重
視
の
姿
勢
は
、
指
令
五
条
二（
４０
）

項
お
よ
び
七
条
一
項
二
文
の
選
択
的
規
定
―

―
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
加
盟
国
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
消
費
者
が
、
そ
の
権
利
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
消
費
者
が
売
主
に
不
適
合
を
そ

れ
を
発
見
し
た
と
き
か
ら
二
箇
月
以
内
に
売
主
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
る
」
こ
と
、
お
よ
び
中
古
品
の
売
買
に
つ
い
て

（
一
年
以
上
の
）
期
間
を
定
め
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
―
―
の
不
採
用
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
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指
令
五
条
三
項
の
規
定
は
、
契
約
不
適
合
が
、
商
品
の
引
渡
か
ら
六
月
以
内
に
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
引
渡
時
に
存

在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
挙
証
責
任
を
売
主
に
転
換
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
も
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
三
七
条
の
一
般
原
則
の

一
部
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

�

求
償
権

消
費
者
売
買
指
令
四
条
は
、「
製
造
者
ま
た
は
契
約
相
手
方
で
あ
る
直
近
の
売
主
も
し
く
は
そ
の
他
流
通
過
程
に
お
け
る
前
売
主
の

作
為
ま
た
は
不
作
為
を
原
因
と
す
る
契
約
不
適
合
に
よ
る
責
任
を
負
担
す
る
場
合
」
の
、
最
終
売
主
の
求
償
権
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

指
令
は
、
最
終
売
主
は
「
契
約
の
連
鎖
に
お
い
て
責
任
を
負
担
す
る
一
人
ま
た
は
複
数
の
者
に
対
し
て
求
償
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と

し
て
い
る
が
、「
最
終
売
主
が
求
償
で
き
る
責
任
を
負
担
す
る
一
人
ま
た
は
複
数
の
者
、
お
よ
び
訴
訟
の
内
容
、
権
利
行
使
の
要
件
」

の
確
定
に
つ
い
て
は
各
国
法
に
委
ね
て
い
る
。

こ
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
直
接
訴
権
（action

directe

）
制
度
導
入
の
是
非
に
関
す
る
「
対
立
す
る
傾
向
お
よ
び
利
害
を
ま
と

め
」
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
の
議
論
が
あ（
４１
）

る
。
論
者
に
よ
っ
て
は
、
指
令
は
、
構
成
国
に
直
接
訴
権
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
を
義
務
づ

け
て
い
る
と
説
く
者
も
あ（
４２
）

る
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
は
、
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
六
〇
条
な
い
し
五
六

一
条
は
、
指
令
の
四
条
を
取
り
込
ん
で
い
る
が
、
直
接
訴
権
に
つ
い
て
は
定
め
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
は
、
時

間
的
制
限
に
関
す
る
限
り
で
は
、
求
償
権
制
度
に
好
意
的
な
制
度
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
時
効
の
起
算
点
は
、
買
主
が
満
足
し

た
時
、
あ
る
い
は
、
早
く
て
も
最
終
売
主
に
対
す
る
判
決
が
確
定
し
た
時
に
求
め
ら
れ
（
民
五
六
〇
条
）、
同
様
の
制
度
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
前
売
主
の
求
償
権
に
関
し
て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
民
五
六
一
条
）。
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Ｄ

契
約
上
の
保
証

�

保
証
の
一
般
的
概
念

消
費
者
売
買
指
令
六
条
一
項
は
、「
保
証
は
、
保
証
書
お
よ
び
こ
れ
に
関
す
る
広
告
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
条
件
に
従
い
、
提
供
者

を
法
律
上
拘
束
す
る
」
と
定
め
る
。
こ
の
総
則
的
な
規
定
は
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
に
も
、
新
た
な
五
五
九
条
の
も
と
で
導
入
さ
れ
て
い
る

（
改
正
前
の
同
規
定
は
、
非
特
定
物
の
売
買
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
）。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
の
規
定
は
、
提
供
者
が
売
主
ま
た
は
第
三
者

で
あ
り
う
る
こ
と
、
ま
た
、
保
証
に
よ
っ
て
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
買
主
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
定
め
て
い
る
点

で
、
指
令
よ
り
も
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

�

保
証
の
方
式

消
費
者
売
買
指
令
六
条
は
、
さ
ら
に
、
な
さ
れ
る
べ
き
保
証
の
内
容
（
二
項
）、
消
費
者
は
提
供
者
に
何
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
（
三
項
）、
そ
し
て
、
構
成
国
は
特
定
の
言
語
の
使
用
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
（
四
項
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
指
令

六
条
五
項
は
、
保
証
が
右
の
要
件
を
充
た
さ
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、「
当
該

保
証
の
効
力
は
影
響
を
受
け
ず
、
消
費
者
は
な
お
保
証
に
依
拠
し
、
保
証
が
付
与
す
る
も
の
を
要
求
で
き
る
」
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
法
に
お
い
て
は
、
指
令
の
六
条
二
項
な
い
し
四
項
は
、
消
費
者
保
護
に
関
す
る
一
九
九
四
年
の
法
律
第
二
二
五
一
号
の
五

条
三
項
に
、
指
令
の
六
条
五
項
は
、
同
法
五
条
四
項
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
六
条
三
項
は
、
消
費
者
に
、「
保
証
は
書

面
で
ま
た
は
消
費
者
が
利
用
・
ア
ク
セ
ス
可
能
な
他
の
永
続
的
な
媒
体
で
利
用
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
要
請
す

る
権
利
を
認
め
て
い
る
。
法
律
第
二
二
五
一
号
は
、
こ
れ
を
売
主
に
対
す
る
要
請
と
し
て
同
法
五
条
三
項
に
定
め
、
か
つ
、
耐
久
消
費

財
に
関
し
て
は
、
書
面
を
要
求
し
て
い
る
。
保
証
に
お
い
て
は
、
平
易
で
理
解
可
能
な
ギ
リ
シ
ャ
語
が
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

保
証
の
内
容
お
よ
び
保
証
の
も
と
で
な
し
う
る
請
求
に
必
要
な
基
本
的
要
件
、
保
証
の
期
間
・
地
域
的
な
範
囲
お
よ
び
保
証
者
の
住
所

ＥＵにおける私法の変容
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氏
名
、
そ
し
て
、
準
拠
法
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
権
利
に
つ
い
て
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
、
指
令
の
六
条
二
項

に
つ
い
て
も
い
え
る
が
、
法
律
第
二
二
五
一
号
は
さ
ら
に
先
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法
に
よ
れ
ば
、
保
証
は
信
義
誠
実
に
か

な
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
過
剰
な
免
責
条
項
（escape
clau

se

）
が
付
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
保
証
期
間
は
、
当
該

商
品
の
耐
用
期
間
と
の
関
係
で
―
―
た
だ
し
「
非
常
に
高
度
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
製
品
の
場
合
に
は
、
当
該
製
品
が
ア
ッ
プ
・
ト
ゥ
・

デ
イ
ト
さ
れ
る
（
よ
り
短
い
）
期
間
と
の
関
係
で
―
―
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
法
五
条
四
項
は
、
指
令
六
条
五
項
を
ギ
リ
シ
ャ
法
に
取
り
込
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
同
規
定
は
、
さ
ら
に
、
製
品
の
部
品
が
取

り
替
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
保
証
期
間
は
、
そ
の
部
品
に
関
し
て
は
新
た
に
そ
の
時
点
か
ら
進
行
す
る
旨
定
め
て
い
る
。

Ｅ

「
強
行
的
性
質
」

�

免
責
条
項
（excu

lpatory
clau

se
）
の
制
限

消
費
者
売
買
指
令
七
条
一
項
は
、「
売
主
が
不
適
合
に
気
づ
く
前
に
締
結
さ
れ
た
契
約
条
項
ま
た
は
合
意
は
、
…
…
本
指
令
か
ら
生

ず
る
権
利
を
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
排
除
し
ま
た
は
制
限
す
る
場
合
に
は
、
…
…
た
と
え
そ
れ
が
国
内
法
に
依
拠
し
て
定
め
ら
れ
て
い

る
と
し
て
も
、
消
費
者
を
拘
束
し
な
い
」
旨
定
め
て
い
る
。

こ
の
規
定
の
前
身
は
、
す
で
に
様
々
な
消
費
者
関
連
指
令
中
に
存
在
し
て
お
り
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
消
費
者
保
護
法
五
条
五
項
に
も

反
映
さ
れ
て
い
た
が
、
技
術
的
な
調
整
の
面
で
は
未
熟
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
法
の
規
定
は
、
保
証
の
内
容
い
か
ん
に
関
わ

ら
ず
、
物
的
瑕
疵
お
よ
び
合
意
さ
れ
た
品
質
に
対
す
る
売
主
の
責
任
に
関
す
る
民
法
の
諸
規
定
の
適
用
可
能
性
を
「
留
保
」
し
て
い
る
。

消
費
者
は
こ
れ
ら
の
規
定
の
も
と
で
の
保
護
を
事
前
に
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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�

ギ
リ
シ
ャ
民
法
に
お
け
る
免
責
条
項
に
関
す
る
一
般
規
定
の
改
正

消
費
者
売
買
指
令
は
、
ギ
リ
シ
ャ
法
に
お
け
る
免
責
条
項
関
連
規
定
の
包
括
的
な
改
正
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
二
年
ま
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
二
つ
の
制
度
枠
組
―
―
一
つ
は
、
債
権
法
の
総
則
規
定
（
民
三
三
二
条
、
三
三
四
条
）

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
売
買
の
章
に
お
け
る
各
則
（
民
五
一
八
条
、
五
三
八
条
）
で
あ
る
―
―
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
賃
貸
借
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
っ
た
（
民
五
八
二
条
）。

総
則
は
、
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
る
行
為
か
ら
生
じ
た
責
任
に
つ
き
、
事
前
に
こ
れ
を
免
除
ま
た
は
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す

る
合
意
を
禁
じ
て
い
た
（
民
三
三
二
条
一
項
）。
さ
ら
に
、
被
害
者
（
債
権
者
）
が
債
務
者
の
「
業
務
に
際
し
て
（in

th
e

service

）」

損
害
を
被
る
場
合
、
ま
た
は
当
初
の
許
可
が
国
家
当
局
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
業
務
か
ら
責
任
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
軽
過
失
に
よ
る

行
為
か
ら
生
じ
た
責
任
に
つ
い
て
も
そ
の
事
前
の
免
除
ま
た
は
制
限
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
（
民
三
三
二
条
二
項
）。
法
律
第
三
〇
四
三

号
は
、
そ
の
第
二
節
に
さ
ら
に
二
つ
の
債
務
者
の
免
責
ま
た
は
制
限
禁
止
の
場
合
を
付
け
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
条
項
が
、

「
個
別
的
な
交
渉
を
経
た
も
の
で
な
い
」
で
な
い
場
合
と
、
免
除
さ
れ
た
責
任
が
人
身
・
人
格
（person

ality

）（
例
え
ば
、
生
命
、

健
康
、
自
由
ま
た
は
名
誉
）
に
対
す
る
侵
害
を
含
む
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。

免
責
条
項
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
、
補
完
的
な
総
則
規
定
が
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
三
三
四
条
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
自
己

が
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
雇
用
し
て
い
る
者
の
過
失
に
対
す
る
債
務
者
の
責
任
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
（
民
五
六
一
条
）。
二
〇

〇
二
年
ま
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
三
三
四
条
二
項
は
、
同
法
三
三
二
条
二
項
の
定
め
る
二
つ
の
場
合
を
除
い
て
、
こ
の
よ
う
な
責
任
を

排
除
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
合
意
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
改
正
後
の
三
三
四
条
二
項
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
同
法
三
三
二

条
を
原
則
と
し
て
準
用
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
総
則
規
定
と
は
反
対
に
、
売
買
契
約
に
関
す
る
免
責
条
項
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
（
そ
れ
ぞ
れ
法
的
瑕
疵
お
よ
び
物
的

ＥＵにおける私法の変容
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瑕
疵
に
関
す
る
民
五
一
八
条
お
よ
び
五
三
八
条
）
お
よ
び
賃
貸
借
契
約
に
関
す
る
特
別
規
定
（
民
五
八
二
条
）
は
、
故
意
の
行
為
の
場

合
に
し
か
免
責
条
項
を
禁
じ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
現
在
は
削
除
さ
れ
て
い（
４３
）

る
。

�

強
行
的
性
質
お
よ
び
法
の
選
択

�

Ｅ
Ｃ
法
制

消
費
者
売
買
指
令
七
条
二
項
は
、「
当
該
契
約
が
加
盟
国
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
準
拠
法
と
し
て
非
加

盟
国
の
法
を
選
択
す
る
結
果
と
し
て
本
指
令
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
保
護
を
消
費
者
が
奪
わ
れ
な
い
よ
う
、
加
盟
国
は
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。

こ
の
規
定
は
、
他
の
消
費
者
保
護
関
連
指
令
の
規
定
に
類
似
す
る
も
の
で
あ（
４４
）

る
。
消
費
者
の
居
所
（residen

ce

）
で
は
な
く
、「
密

接
な
関
連
（close

con
n

ection
）」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
指
令
は
、
ロ
ー
マ
条
約
（R

om
e

C
on

ven
tion

）
五

条
よ
り
も
さ
ら
に
消
費
者
を
優
遇
す
る
Ｅ
Ｃ
立
法
の
適
用
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
準
拠
法
を
選
択
す
る
、
あ
る

い
は
そ
の
適
用
範
囲
を
確
定
す
る
と
い
う
固
有
の
意
味
で
の
抵
触
規
則
で
は
な
く
、
単
に
、
特
定
の
外
国
法
の
適
用
を
排
除
し
、
構
成

国
に
適
切
な
措
置
（
そ
れ
は
、
通
常
、
抵
触
規
則
、
も
し
く
は
直
接
適
用
法
規
の
よ
う
な
、
構
成
国
の
国
際
私
法
規
則
と
い
う
か
た
ち

を
と
る
こ
と
に
な
る
）
を
と
る
よ
う
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
通
説
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、

こ
の
規
定
は
、（
少
な
く
と
も
、
準
拠
法
に
関
す
る
合
意
の
点
に
関
し
て
は
）
法
廷
地
裁
判
所
（foru

m
cou

rt

）
の
選
択
（option

）

に
委
ね
ら
れ
て
い
た
も
の
を
義
務
的
な
も
の
に
転
換
さ
せ
る
ロ
ー
マ
条
約
七
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ（
４５
）

る
。
こ
の
問
題
は
、
現
在
起

草
作
業
が
進
ん
で
い
る
ロ
ー
マ
規
則
に
Ｅ
Ｃ
の
派
生
法
の
適
用
を
保
障
す
る
規
定
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

�

ギ
リ
シ
ャ
法

ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
の
態
度
は
、
消
費
者
売
買
指
令
に
お
け
る
国
際
私
法
的
な
要
素
の
取
り
扱
い
に
あ
た
っ
て
は
、
一
律
的
な
も
の

翻 訳
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で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
の
国
際
私
法
の
分
野
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
慎
重
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
く
わ
え
て
、
法

律
の
直
接
適
用
ま
た
は
必
要
的
適
用
に
関
す
る
理
論
は
、
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
制
定
法
の
規
定
は
強
行
的
に
適
用
さ
れ

る
と
の
解
釈
論
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、
ロ
ー
マ
条
約
七
条
、
そ
し
て
、
五
条
の
消
費
者
保
護
に
関
す
る
特
別
規
定
の
発
効
に
よ
っ
て
正

式
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
主
要
な
消
費
者
保
護
関
連
指
令
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
国
際
私
法
的
な
規
定
を
伴
わ
ず
に
、
消
費
者
保
護
法
へ
の
統

合
に
よ
っ
て
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

例
外
は
、
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
関
す
る
指
令
の
国
内
法
化
で
あ
る
。
こ
の
分
野
に
お
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
は
、
も
と

も
と
一
方
的
抵
触
規
則
を
採
用
し
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ャ
法
は
、
当
該
不
動
産
が
ギ
リ
シ
ャ
国
内
に
存
す
る
場
合
に
は
ギ
リ
シ
ャ
法
が
適

用
さ
れ
る
旨
定
め
て
い（
４６
）

る
。
こ
の
規
定
は
、
指
令
に
反
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
当
該
不
動
産
が
他
の
構
成
国
ま
た
は
Ｅ
Ｅ
Ａ

諸
国
に
あ
る
場
合
に
は
、
指
令
に
適
合
し
た
政
令
の
規
定
が
直
接
に
適
用
可
能
で
あ
る
旨
の
規
定
に
改
正
さ
れ
る
予
定
で
あ（
４７
）

る
。

法
律
第
三
〇
四
三
号
は
、
法
律
第
二
二
五
一
号
に
五
条
五
・
二
項
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
私
法
的
な
規
定
を
消
費
者
保

護
法
に
導
入
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
の
裁
判
所
が
消
費
者
物
品
の
売
買
か
ら
生
じ
た
紛
争
に
つ
い
て
の
裁
判
を
行
う
場
合
に
は
、

準
拠
法
が
ど
の
法
律
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
消
費
者
売
買
に
関
す
る
ギ
リ
シ
ャ
法
の
規
定
が
、
消
費
者
に
よ
り
強
固
な
保
護
を
提

供
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
法
の
直
接
適
用
で
あ
り
、
指
令
七
条
二
項
よ

り
も
広
範
な
も
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

ギ
リ
シ
ャ
の
私
法
学
者
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
は
、
消
費
者
売
買
指
令
を
取
り
込
む
に
あ
た
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ

ＥＵにおける私法の変容
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民
法
の
伝
統
を
基
本
的
に
維
持
し
な
が
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び

そ
の
域
内
市
場
、
そ
し
て
、
消
費
者
保
護
の
統
合
を
促
進
す
る
と
い

う
共
同
体
の
目
的
を
促
進
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
実
際
、
指
令
が

ギ
リ
シ
ャ
法
に
与
え
た
現
実
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
改
正
さ
れ
た
規

定
の
数
か
ら
推
測
さ
れ
る
も
の
よ
り
は
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
、
六
〇
年
以
上
に
わ
た
る
民
法
典
の
運
用
の
な
か
で
、
学
説
お

よ
び
判
例
が
、
熱
心
に
、
そ
し
て
―
―
あ
る
程
度
は
―
―
協
力
的
に
、

民
法
が
か
た
ち
づ
く
る
法
制
度
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
常
識
と
公

正
性
を
用
い
よ
う
と
試
み
て
き
た
努
力
の
お
か
げ
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
の
話
に
す
ぎ
な
い
。
指
令
の
範
囲

を
超
え
て
契
約
不
適
合
の
発
想
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
ギ
リ
シ
ャ

の
立
法
者
は
、
私
法
の
「
密
か
に
進
行
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
」
の
た

め
の
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
も
っ
と
も
、
ギ
リ
シ
ャ
の
私
法

学
者
は
、
製
造
物
責
任
に
関
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
が
示
唆

す
る
よ
う（
４８
）

な
「
共
同
体
の
政
策
」
が
、
契
約
の
公
正
性
に
関
す
る
自

分
た
ち
の
考
え
方
と
適
合
し
う
る
程
度
を
過
大
評
価
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
の
私
法
学
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
、
す

な
わ
ち
、
共
同
体
の
ア
ク
シ
ョ
ン
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
べ

ＥＵ消費者売買指令とギリシャ民法関連規定の対照表

AK 559

Art. 5§3
L. 2251

Art. 5§4
L. 2251

Art. 5§5.1
L. 2251

NOT
ADOPTED

Art. 5§5.2
L. 2251

Article 6
(1)

Article 6
(2)

Article 6
(3)

Article 6
(4)

Article 6
(5)

Article 7
(1) al.1

Article 7
(1) al.2

Article 7
(2)

ギリシャ民法

AK 534

AK 535

AK 537§1

AK 535

AK 536

AK 537§1

AK 540
§1.1, §2

ＥＵ消費者
売買指令

Article 2
(1)

Article 2
(2)

Article 2
(3)

Article 2
(4)

Article 2
(5)

Article 3
(1)

Article 3
(2)

AK 540
§1.1, §2

AK 540§1.2

AK 540§1.3

AK 560―561

AK 554―558

NOT
ADOPTED

AK 537§1

Article 3
(3)

Article 3
(4)

Article 3
(5)

Article 3
(6)

Article 4

Article 5
(1)

Article 5
(2)

Article 5
(3)

翻 訳
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き
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
現
在
進
行
中
の
議
論
を
見
過
ご
し
て
き
て
も
い
る
。

ギ
リ
シ
ャ
の
法
改
正
の
成
功
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
民
事
に
関
わ
る
法
律
家
の
広
い
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
反
映
す
る
起
草
委
員
会
の
注
意
深

い
作
業
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
こ
の
事
実
は
、
立
法
に
真
の
専
門
家
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
法
曹
界
に
属
す
る
人
々

の
協
力
を
広
く
と
り
付
け
る
こ
と
の
有
用
性
を
証
明
し
て
い
る
。
よ
い
立
法
は
、
時
間
を
か
け
る
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

消
費
者
売
買
指
令
に
関
す
る
文
献
は
多
い
が
、
特
に
、S

tefan
G

ru
n

dm
an

n

に
よ
る
逐
条
解
説E

U
S

ales
D

irective
:

C
om

-

m
en

tary
(A

n
tw

erp
:

In
tersen

tia,2002)

お
よ
び
同
指
令
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ムE

u
ropean

R
eview

of
P

rivate
L

aw
,

2001
/

2

―3

を
参
照
。

（
２
）

ギ
リ
シ
ャ
の
法
改
正
に
関
し
て
は
、
と
く
に
、

et
al.,

(
,

2003)

お
よ
び

,

(
,2003)

を
参
照
。

（
３
）

た
と
え
ば
、G

eorgios
I.

A
rn

okou
ros,

“T
h

e
tran

sposition
of

th
e

C
on

su
m

er
S

ales
D

irective
in

to
th

e
G

reek
legal

system
”,

E
u

ropean
R

eview
of

P
rivate

L
aw

2001
/2

―3
:

259

―277,
261

―263

を
見
よ
。
ま
た
、M

ich
ael

P
.

S
tath

opou
los,

C
on

tract
L

aw
in

H
ellas

(T
h

e
H

agu
e

:
K

lu
w

er,1994),36

―37

を
参
照
。

（
４
）

A
rn

okou
ros,“T

ran
sposition

,”
cit.,276.

（
５
）

家
族
法
お
よ
び
男
女
平
等
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
二
年
の
法
律
第
一
二
五
〇
号
お
よ
び
一
九
八
三
年
の
法
律
第
一
三
二
九
号
、

養
子
縁
組
、
未
成
年
者
の
保
護
に
関
す
る
一
九
九
六
年
の
法
律
第
二
四
四
七
号
、
ヒ
ト
の
生
殖
に
お
け
る
医
療
補
助
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年

の
法
律
第
三
〇
八
九
号
を
参
照
。

（
６
）

,
in

,
,

N
o.1

は
、
こ
れ
を
法
典
の
「
本
体
（corpu

s

）」

と
呼
ん
で
い
る
。

（
７
）

と
り
わ
け
、
民
法
九
一
四
条
の
総
則
的
規
定
を
参
照
。

（
８
）

人
格
権
に
つ
い
て
定
め
る
民
法
五
七
条
も
参
照
。

ＥＵにおける私法の変容
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（
９
）

そ
れ
ぞ
れ
、
一
九
七
八
年
の
法
律
第
八
一
三
号
お
よ
び
一
九
八
七
年
の
法
律
第
一
七
〇
三
号
を
参
照
。
両
分
野
と
も
、
頻
繁
に
改
正
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
。

（
１０
）

た
と
え
ば
、
動
産
の
リ
ー
ス
に
関
す
る
一
九
八
六
年
の
法
律
第
一
六
六
五
号
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
一
九
九
〇
年
の
法
律
第
一

九
〇
五
号
。

（
１１
）

こ
の
法
律
は
、
最
初
の
消
費
者
保
護
立
法
で
あ
る
一
九
九
一
年
の
法
律
第
一
九
六
一
号
の
改
正
法
で
あ
る
。

（
１２
）

,in
,

,
N

o.467.

（
１３
）

一
九
九
七
年
の
法
律
第
二
五
三
二
号
。

（
１４
）

C
f.

,in
,

,
N

o.437
ff.

（
１５
）

,in
,

,
N

o.36.

（
１６
）

344
/1982,

30
(1982),

1465.
S

ee
also

,
in

,

,
N

o.466.

（
１７
）

た
と
え
ば
、L

u
n

a
S

erran
o

in
B

ian
ca

&
G

ru
n

dm
an

n
,

E
U

S
ales

C
om

m
en

tary,
A

rticle
1,

N
o.55

は
、「
消
費
者
」
の

限
定
的
解
釈
を
主
張
し
、
一
九
九
七
年
七
月
三
日
の
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
（C

ase
C

-269
/95,

B
en

in
casa

,
[1997]

E
C

R
I

―

3788

）
を
引
用
す
る
。
も
っ
と
も
、
同
判
例
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
条
約
で
は
、
消
費
者
と
い
う
概
念
が
、

一
般
原
則
か
ら
の
逸
脱
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

（
１８
）

消
費
者
売
買
指
令
八
条
を
参
照
。

（
１９
）

C
O

M
(95)

520
fin

al.

（
２０
）

一
九
九
四
年
の
法
律
第
二
二
五
一
号
一
条
四
項
ａ
号
は
、「
消
費
者
と
は
、
自
然
人
ま
た
は
法
人
で
、
市
場
に
提
供
さ
れ
た
商
品
お
よ
び

サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
な
る
者
、
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
商
品
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
者
で
、
そ
の
商
品
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
最
終
受
領

者
を
い
う
。
広
告
を
受
け
入
れ
た
者
も
ま
た
、
消
費
者
で
あ
る
」
旨
定
め
て
い
る
。

（
２１
）

フ
ラ
ン
ス
民
法
一
五
八
二
条
は
、「
売
買
は
、
一
方
当
事
者
が
物
の
引
渡
義
務
を
負
い
、
他
方
当
事
者
が
そ
れ
に
対
す
る
対
価
を
支
払
う

義
務
を
負
う
旨
の
合
意
で
あ
る
」
と
定
め
る
。

（
２２
）

も
と
も
と
は
、
売
主
は
、
買
主
に
対
す
る
追
奪
訴
訟
（action

to
expell

）
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
担
保
責
任
を
負
う
も
の
と

翻 訳
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さ
れ
て
い
た
。

（
２３
）

ド
イ
ツ
民
法
四
三
三
条
一
項
は
、「
売
買
契
約
に
よ
り
物
の
売
主
は
、
買
主
に
者
を
引
き
渡
し
、
物
の
所
有
権
を
供
与
す
る
義
務
を
負
う
。

売
主
は
、
買
主
に
、
物
な
ら
び
に
権
利
の
瑕
疵
の
な
い
物
を
供
与
す
る
義
務
を
負
う
」
と
定
め
る
。

（
２４
）

売
買
に
関
す
る
章
の
最
後
に
は
、
試
味
売
買
（try-ou

t
sale

）
や
買
戻
し
（bu

y-back

）
な
ど
の
特
別
な
売
買
契
約
に
関
す
る
条
項

が
お
か
れ
て
い
る
。

（
２５
）

た
と
え
ば
、G

ru
n

dm
an

n
,

in
B

ian
ca

&
G

ru
n

dm
an

n
,

E
U

S
ales

C
om

m
en

tary,
A

rticle
2,

N
o.17

は
、
こ
れ
は
法
的
な

推
定
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

（
２６
）

す
な
わ
ち
、「
と
く
に
次
の
場
合
に
は
契
約
不
適
合
と
す
る
」
と
し
て
、
各
基
準
を
列
挙
す
る
と
い
う
条
文
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

（
２７
）

,in
,

,
N

o.250.

（
２８
）

in
A

K
,N

o.21.

（
２９
）

G
ru

n
dm

an
n

,in
B

ian
ca

&
G

ru
n

dm
an

n
,

E
U

S
ales

C
om

m
en

tary,A
rticle

2,N
o.8.

（
３０
）

,in
,

,
N

o.492.

（
３１
）

,in
,

,
N

o.494.

（
３２
）

主
た
る
例
外
は
、
不
動
産
売
買
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
二
四
条
）。
こ
れ
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
指
令
の
射
程
範

囲
外
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
五
二
三
条
も
参
照
。

（
３３
）

指
令
三
条
三
項
一
号
お
よ
び
三
条
四
項
に
よ
る
「
無
償
」
の
説
明
を
参
照
。

（
３４
）

指
令
三
条
三
項
三
号
。

（
３５
）

指
令
三
条
三
項
一
号
お
よ
び
二
号
。

（
３６
）

指
令
三
条
五
項
を
参
照
。
ま
た
、
三
条
三
項
が
「
最
初
に
」
と
い
う
文
言
で
始
っ
て
い
る
点
を
参
照
。

（
３７
）

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
お
よ
び
学
説
は
、
例
外
的
な
事
案
で
は
修
理
を
求
め
る
権
利
を
認
め
て
い
る
。

（
３８
）

そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
、

,in
,

,
N

o.550

―561

を
参
照
。

（
３９
）

指
令
五
条
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
売
主
は
、
不
適
合
が
消
費
者
物
品
の
引
渡
か
ら
二
年
以
内
に
現
れ
た
場
合
、
第
三

条
に
従
い
責
任
を
負
う
。
第
三
条
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
権
利
が
国
内
法
に
お
い
て
期
間
制
限
に
服
す
る
場
合
、
そ
の
期
間
は
引
渡
時
か
ら

ＥＵにおける私法の変容
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訳
者
あ
と
が
き

本
稿
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
自
由
大
学
の
ニ
キ
タ
ス
・
ハ
ジ
ミ
ハ
イ
ル
（N

ikitas
H

atzim
ih

ail;

）
研
究

員
（
肩
書
き
は
報
告
時
）
に
よ
り
、
二
〇
〇
四
年
二
月
一
八
日
に
大
阪
大
学
法
学
会
講
演
と
し
て
行
わ
れ
た
報
告
（「
市
民
生
活
基
盤

の
法
お
よ
び
行
政
に
関
す
る
日
米
欧
間
の
比
較
検
証
」
平
成
一
四
―
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
�
の
第
二
ユ
ニ
ッ
ト

研
究
会
を
兼
ね
る
）
の
翻
訳
で
あ
る
。

二
年
の
期
間
内
は
終
了
し
な
い
。」

（
４０
）

こ
の
規
定
は
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
三
九
条
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
４１
）

,in
,

,
N

o.891.
（
４２
）

,
1999

/44
/Ε

Κ

,
(2002):

145,183

―184.

（
４３
）

二
〇
〇
二
年
の
法
律
第
三
〇
四
三
号
二
条
三
項
。

（
４４
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
と
く
に
、
消
費
者
契
約
に
お
け
る
不
当
条
項
に
関
す
る
指
令
（93

/13
/E

E
C

）
六
条
二
項
、
そ
し
て
、
遠
隔

離
契
約
に
お
け
る
消
費
者
保
護
に
関
す
る
指
令
（97
/7

/E
C

）
一
二
条
二
項
を
参
照
。

（
４５
）

た
と
え
ば
、S

tijn
s

&
V

an
G

erven
in

B
ian

ca
&

G
ru

n
dm

an
n

,
E

U
S

ales
C

om
m

en
tary,A

rticle
7,N

o.68

を
参
照
。

（
４６
）

一
九
九
九
年
の
大
統
領
令
第
一
八
二
号
一
一
条
（
現
在
は
一
一
条
一
項
）。

（
４７
）

二
〇
〇
一
年
の
大
統
領
令
第
二
九
三
号
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
一
九
九
九
年
の
大
統
領
令
第
一
八
二
号
二
項
。
現
在
も
問
題
と
な
っ
て

い
る
点
に
関
し
て
は
、

,
(

,
2003),

esp.
at

88

―91

を
参
照
。

（
４８
）

C
-183

/00,
G

on
zalez

S
an

ch
ez,

ju
dgm

en
t

of
A

pril
25

2002

お
よ
びC

om
m

ission
v.

F
ran

ce

を
参
照
。
異
な
る
方
向
の

判
例
と
し
て
、C

-240
/98,

O
cean

o
G

ru
po,ju

dgm
en

t
of

Ju
n

e
27

2000

も
参
照
。
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ニ
キ
タ
ス
・
ハ
ジ
ミ
ハ
イ
ル
研
究
員
は
、
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
出
身
。
同
国
ア
テ
ネ
大
学
の
法
学
部
を
卒
業
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ハ

ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
でS

.
J.

D
.

（D
octor

of
Ju

ridical
S

cien
ce

）
を
取
得
し
た
後
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
自
由
大
学
法
学
部
の
私
法
研

究
セ
ン
タ
ー
・
国
際
私
法
ユ
ニ
ッ
ト
に
お
い
て
、
特
別
研
究
員
（S

en
ior

R
esearch

F
ellow

;
collaborateu

r
scien

tifiqu
e

）
と

し
て
、
と
く
に
Ｅ
Ｕ
お
よ
び
そ
の
構
成
国
と
第
三
国
の
間
の
民
事
・
商
事
訴
訟
に
関
す
る
司
法
協
力
の
研
究
を
行
っ
て
き
た
。

ハ
ジ
ミ
ハ
イ
ル
研
究
員
の
専
攻
は
国
際
私
法
お
よ
び
西
洋
法
制
史
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
平
田
健
治
教
授
お
よ
び
訳
者
の
要
請
に
応

じ
て
、
特
別
に
、
Ｅ
Ｃ
消
費
者
売
買
指
令
が
ギ
リ
シ
ャ
法
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景

に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
法
研
究
、
と
り
わ
け
そ
の
「
国
内
法
化
」
に
関
す
る

研
究
は
、
ど
う
し
て
も
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
「
大
国
」
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
「
大

国
」
に
関
し
て
は
、
す
で
に
欧
州
統
合
が
は
じ
ま
る
以
前
か
ら
そ
の
法
制
度
に
関
す
る
紹
介
・
研
究
の
蓄
積
が
あ
っ
た
と
い
う
事
情
、

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
国
が
Ｅ
Ｕ
の
政
策
及
び
立
法
に
与
え
る
政
治
的
な
影
響
力
の
大
き
さ
を
考
慮
す
れ
ば
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
地
理
的
な
範
囲
を
大
幅
に
拡
大
し
つ
つ
あ
る
Ｅ
Ｕ
法
の
動
向
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
他
の
「
中

小
」
構
成
国
の
動
向
も
視
野
に
入
れ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
我
々
の
関
心
に
応
え
る
か
た
ち
で
、

ハ
ジ
ミ
ハ
イ
ル
研
究
員
に
は
、
本
報
告
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
の
消
費
者
売
買
指
令
と
そ
れ
に
対
応
し
て
な
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
の
消
費
者
保

護
関
連
立
法
の
内
容
の
比
較
対
照
を
通
じ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
お
よ
び
私
法
学
者
が
自
国
制
度
の
Ｅ
Ｕ
法
へ
の
「
国
内
法
化
」
に

ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
た
だ
い
た
。

な
お
、
報
告
原
稿
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
、
と
く
に
平
田
健
治
教
授
に
は
、
報
告
お
よ
び
翻
訳
原
稿
全
体
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
く
な

ど
、
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
長
田
真
里
助
教
授
に
は
国
際
私
法
関
連
の
用
語
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
多
く
の
ご
教
示
を

い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

ＥＵにおける私法の変容
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